
購邸十七骨晦まえ

一時服融合1：＝欄ずる申立・F

私i立、侃亡した公鞠興が受けるべ舎であ告た....：....，.時J恩給金綿＊しも

栴 婚の一時恩給能愈i副知’駐在費けたことがある，

（欲的傾到する骨骨にO聞をつけてくだ皐いc ) 

r(1）遮遣する掴

この一時腰絡を i
.. (2) 混濁しおい晶

上記のとおり申し立てますu

埼玉舟 錨

申立宥氏名

（恩給揃制｝

（諜ft織の場合l説、申立場トの印を押してくださも」｝


